
大阪港港湾工事共通仕様書（令和5年4月　改訂版） 新旧対比表 提出書類の様式（施工時）

項 様式番号 書類名 現行 改訂
4.提出書類の様式
②工事施工時の提出
書類

様式2-7 接地抵抗測定結果表 「路線名」
「立会欄」

「路線・対象物名」
「備考欄」

様式2-8 絶縁抵抗測定結果表

「路線・対象物名」
「立会欄」

「路線・対象物名」
「備考欄」

様式2-10 導通性能試験結果表

「管径」
「立会欄」

「呼び径」
「備考欄」
立会欄廃止に伴い、欄外の注）削除

様式2-11 照度測定結果表

様式の追加

様式2-28 中間技術検査願

廃止



 

現 行 改 訂 

②工事施工時の提出書類） 
 

番号 書 類 名 
提出 

部数 

様式 

番号    
内       容 提 出 先 提出期限 

１ 

工事月報 

１ ２－１ 

毎月の工事内容を記入し半月毎に

提出する。 

 

監督担当 

 

上半月20日、 

下半月5日まで 

２ 

各種施工管理試験 

報告書 
１ 指定 

「港湾工事施工管理基準」で定めら

れている施工管理資料 

本様式によりがたい場合は、監督職

員と協議すること。 

〃 管理試験実施後

速やかに 

 

３ 

出来形測定報告書 

１ ２－２ 

「港湾工事施工管理基準」で定めら

れている出来形管理報告書 

本様式によりがたい場合は、監督職

員と協議すること。 

〃 出来形測定後速

やかに 

 

４ 
舗装工事出来形測定

報告書 
１ ２－３ 

〃 〃 〃 

５ 

塗膜厚測定記録 

シート 

（新規塗装） 

（塗り替え塗装） 

 

１ 
２－４ 

２－５ 

〃 〃 〃 

６ 

すべり抵抗値測定 

記録シート 
１ ２－６ 

「港湾工事施工管理基準」で定めら

れている品質管理報告書 

本様式によりがたい場合は、監督職

員と協議すること。 

〃 試験実施後 

速やかに 

 

７ 
接地抵抗測定結果表 

１ ２－７ 
〃 〃 〃 

８ 
絶縁抵抗測定結果表 

１ ２－８ 
〃 〃 〃 

９ 
接続性能試験 

１ ２－９ 
〃 〃 〃 

１０ 
導通性能試験 

１ ２－１０ 
〃 〃 〃 

 
 

  
   

（②工事施工時の提出書類） 
 

番号 書 類 名 
提出 

部数 

様式 

番号    
内       容 提 出 先 提出期限 

１ 

工事月報 

１ ２－１ 

毎月の工事内容を記入し半月毎に

提出する。 

 

監督担当 

 

上半月20日、 

下半月5日まで 

２ 

各種施工管理試験 

報告書 
１ 指定 

「港湾工事施工管理基準」で定めら

れている施工管理資料 

本様式によりがたい場合は、監督職

員と協議すること。 

〃 管理試験実施後

速やかに 

 

３ 

出来形測定報告書 

１ ２－２ 

「港湾工事施工管理基準」で定めら

れている出来形管理報告書 

本様式によりがたい場合は、監督職

員と協議すること。 

〃 出来形測定後速

やかに 

 

４ 
舗装工事出来形測定

報告書 
１ ２－３ 

〃 〃 〃 

５ 

塗膜厚測定記録 

シート 

（新規塗装） 

（塗り替え塗装） 

 

１ 
２－４ 

２－５ 

〃 〃 〃 

６ 

すべり抵抗値測定 

記録シート 
１ ２－６ 

「港湾工事施工管理基準」で定めら

れている品質管理報告書 

本様式によりがたい場合は、監督職

員と協議すること。 

〃 試験実施後 

速やかに 

 

７ 
接地抵抗測定結果表 

１ ２－７ 
〃 〃 〃 

８ 
絶縁抵抗測定結果表 

１ ２－８ 
〃 〃 〃 

９ 
接続性能試験 

１ ２－９ 
〃 〃 〃 

１０ 
導通性能試験 

１ ２－１０ 
〃 〃 〃 

１１ 
照度測定結果表 

１ ２－１１ 
〃 〃 〃 



 

現 行 改 訂 

（②工事施工時の提出書類） 

番号 書 類 名 
提出 

部数 

様式 

番号    
内       容 提 出 先 提出期限 

11 

 

各種施工報告書 

1 自由 

「大阪港港湾工事共通仕様書」及び

他の設計図書で施工に伴う各種報

告書について提出を指定している

もの。 

〃 施工完了後 

速やかに 

12 
支給品要求書 

1 ２－１1 
「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－１５による。 

〃 使用予定日の14

日前まで 

13 
支給品受領書 

1 ２－１2 
〃 〃 支給日から7日

以内 

14 
支給品返還書 

1 ２－１3 
〃 〃 返還時 

15 
原寸・材料・仮組立・

製品検査願 
1 ２－14 

検査願 〃 検査希望日の15

日前 

16 

事故報告書 

監督

指示 
指定 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－２１により措置を

した後、監督職員の指示により資料

を作成し提出する。 

〃 事故発生後速や

かに 

17 
工事履行報告書 

1 １－29 
「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－１８による。 

〃 毎月15日まで 

18 

設計変更実施請書 

１ ２－15 

設計変更契約締結までに実施を必

要とする設計変更事項が生じた場

合は、本市から設計変更実施指示書

を交付するので、これに対する請書

を提出する。 

〃 変更実施指示書

受領後速やかに 

19 

工期延期願 

１ ２－16 

工事の実施にあたり、やむを得ない

事情により、工期内に工事を完了す

ることが不可能となった場合。 

〃 延期の必要が生

じた場合。ただ

し、完成期限14

日前まで 

20 

（工事実績情報サービス

(CORINS)）登録のための確

認のお願い １ 指定 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－７による。変更・訂

正時に登録機関様式のダウンロー

ドしたものを提出し、監督職員の確

認を受ける。 

〃 変更・訂正時に

各事実発生日か

ら土・日・祝日

等を除く10日以

内 

21 

（工事実績情報サービス

(CORINS)）登録内容確認書 

１ 指定 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－７による。登録の都

度、登録機関指定様式のダウンロー

ドしたものを提出する。 

〃 変更・訂正時に

各事実発生日か

ら土・日・祝日

等を除く10日以

内 
 

（②工事施工時の提出書類） 

番号 書 類 名 
提出 

部数 

様式 

番号    
内       容 提 出 先 提出期限 

12 

 

各種施工報告書 

1 自由 

「大阪港港湾工事共通仕様書」及び

他の設計図書で施工に伴う各種報

告書について提出を指定している

もの。 

〃 施工完了後 

速やかに 

13 
支給品要求書 

1 ２－１２ 
「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－１５による。 

〃 使用予定日の14

日前まで 

14 
支給品受領書 

1 ２－１３ 
〃 〃 支給日から7日

以内 

15 
支給品返還書 

1 ２－１４ 
〃 〃 返還時 

16 
原寸・材料・仮組立・

製品検査願 
1 ２－１５ 

検査願 〃 検査希望日の15

日前 

17 

事故報告書 

監督

指示 
指定 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－２１により措置を

した後、監督職員の指示により資料

を作成し提出する。 

〃 事故発生後速や

かに 

18 
工事履行報告書 

1 １－29 
「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－１８による。 

〃 毎月15日まで 

１９ 

設計変更実施請書 

１ ２－１６ 

設計変更契約締結までに実施を必

要とする設計変更事項が生じた場

合は、本市から設計変更実施指示書

を交付するので、これに対する請書

を提出する。 

〃 変更実施指示書

受領後速やかに 

20 

工期延期願 

１ ２－１７ 

工事の実施にあたり、やむを得ない

事情により、工期内に工事を完了す

ることが不可能となった場合。 

〃 延期の必要が生

じた場合。ただ

し、完成期限14

日前まで 

21 

（工事実績情報サービス

(CORINS)）登録のための確

認のお願い １ 指定 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－７による。変更・訂

正時に登録機関様式のダウンロー

ドしたものを提出し、監督職員の確

認を受ける。 

〃 変更・訂正時に

各事実発生日か

ら土・日・祝日

等を除く10日以

内 

22 

（工事実績情報サービス

(CORINS)）登録内容確認書 

１ 指定 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－７による。登録の都

度、登録機関指定様式のダウンロー

ドしたものを提出する。 

〃 変更・訂正時に

各事実発生日か

ら土・日・祝日

等を除く10日以

内 
 



 

現 行 改 訂 

（②工事施工時の提出書類） 

番号 書 類 名 
提出 

部数 

様式 

番号    
内       容 提 出 先 提出期限 

22 
安全訓練実施 

報告書 
１ ２－１7 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－４－３による。 

〃 翌月の5日まで 

23 

工事履行遅延報告書 

１ 

２－１8 
受注者の責に帰する理由により履

行遅延が生じた場合。 

〃  

履行遅延届兼工事続

行願 
２－19 

   

誓約書 
２－20 

   

履行遅延理由書 
２－21 

   

24 

休日・夜間施工届出

書 
１ ２－22 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－３－７による。 

休日及び夜間に施工する場合、作成

し提出する。 

〃 休日・夜間施工

5日前まで 

25 

休日・夜間施工実施

報告書 

１ ２－23 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則共通仕様書１－３－７によ

る。 

休日及び夜間に施工した場合、作成

し提出する。 

〃 休日・夜間施工

後速やかに 

26 
休暇中の現場管理報

告書 
１ ２－24 

夏期休暇、年末年始等の休暇期間中

の緊急連絡先を報告。 

〃 休暇の5日前ま

で 

27 

建設系廃棄物搬入 

集計表 
１ 

2-25-1 

2-25-2 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－３－１による。 

本様式によりがたい場合は、監督職

員と協議すること。 

〃 翌月の5日まで 

28 
部分使用承諾書 

１ ２－26 
「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－１７による。 

〃 部分使用検査時 

29 
現場確認検査願 

１ ２－27 
「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－５－６による。 

〃  

30 
中間技術検査願 

１ 2-28 
「大阪港湾工事共通仕様書」第１章

総則１－５－７による。 

〃  

 

（②工事施工時の提出書類） 

番号 書 類 名 
提出 

部数 

様式 

番号    
内       容 提 出 先 提出期限 

23 
安全訓練実施 

報告書 
１ ２－１８ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－４－３による。 

〃 翌月の5日まで 

24 

工事履行遅延報告書 

１ 

２－１９ 
受注者の責に帰する理由により履

行遅延が生じた場合。 

〃  

履行遅延届兼工事続

行願 
２－２０ 

   

誓約書 
２－２１ 

   

履行遅延理由書 
２－２２ 

   

25 

休日・夜間施工届出

書 
１ ２－２３ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－３－７による。 

休日及び夜間に施工する場合、作成

し提出する。 

〃 休日・夜間施工

5日前まで 

26 

休日・夜間施工実施

報告書 

１ ２－２４ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則共通仕様書１－３－７によ

る。 

休日及び夜間に施工した場合、作成

し提出する。 

〃 休日・夜間施工

後速やかに 

27 
休暇中の現場管理報

告書 
１ ２－２５ 

夏期休暇、年末年始等の休暇期間中

の緊急連絡先を報告。 

〃 休暇の5日前ま

で 

28 

建設系廃棄物搬入 

集計表 
１ 

2-26-1 

2-26-2 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－３－１による。 

本様式によりがたい場合は、監督職

員と協議すること。 

〃 翌月の5日まで 

29 
部分使用承諾書 

１ ２－２７ 
「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－１－１７による。 

〃 部分使用検査時 

30 
現場確認検査願 

１ ２－２８ 
「大阪港港湾工事共通仕様書」第１

章総則１－５－６による。 

〃  

 
削除 

  
   

 

 

 

 

 

 

 



 

現 行 改 訂 

②工事施工時の提出書類） 
 

番号 書 類 名 
提出 

部数 

様式 

番号    
内       容 提 出 先 提出期限 

３１ 

建

設

発

生

土

等

処

理

関

係

書

類

一

式 

土砂搬入許可証

管理報告書 
１ Ｆ 

工事着手前に受領した土砂搬入 

許可証の使用月日等を記録した 

管理報告書（許可番号毎に作成）を

翌月の5日までに提出する。 

監督担当 翌月の5日まで 

建設発生土搬入

集計表 
１ Ｇ 

工事用残土を搬入した場合に毎月、

月末に提出する。 

〃 〃 

土砂搬入変更 

申請書 

（変更 回） 

１ Ｈ 

設計変更等で現場発生土が増えた

ことにより搬入量の変更を必要と

する場合に提出する。 

〃 変更時 

速やかに 

紛失届 

１ Ｉ 

工事着手前に受領した土砂搬入 

許可証・車両登録依頼書を事故 

等により紛失した場合に提出 

する。 

〃 発生後 

速やかに 

土砂搬入変更 

申請書 

(変更 回) 

１ Ｊ 

設計変更等で現場発生土が増えた

ことにより搬入量の変更を必要と

する場合に提出する。 

〃 変更時 

速やかに 

搬入券管理報告

書（浚渫土砂・陸

上土砂） 

１ Ｋ 

着手前に受領した搬入券の使用年

月日を記入した管理報告書を翌月の

5日までに提出する。 

〃 翌月の5日まで 

土砂搬入集計表 
１ Ｌ 

工事用土砂を搬入した場合に毎月、

月末に提出する。 

〃 〃 

搬 入 券 紛 失 届

（浚渫土砂・ 

陸上土砂） 

１ Ｍ 

着手前に受領した搬入券を事故等

により紛失した場合に提出する。 

〃 発生後 

速やかに 

（②工事施工時の提出書類） 
 

番号 書 類 名 
提出 

部数 

様式 

番号    
内       容 提 出 先 提出期限 

３１ 

建

設

発

生

土

等

処

理

関

係

書

類

一

式 

土砂搬入許可証

管理報告書 
１ Ｆ 

工事着手前に受領した土砂搬入 

許可証の使用月日等を記録した 

管理報告書（許可番号毎に作成）を

翌月の5日までに提出する。 

監督担当 翌月の5日まで 

建設発生土搬入

集計表 
１ Ｇ 

工事用残土を搬入した場合に毎月、

月末に提出する。 

〃 〃 

土砂搬入変更 

申請書 

（変更 回） 

１ Ｈ 

設計変更等で現場発生土が増えた

ことにより搬入量の変更を必要と

する場合に提出する。 

〃 変更時 

速やかに 

紛失届 

１ Ｉ 

工事着手前に受領した土砂搬入 

許可証・車両登録依頼書を事故 

等により紛失した場合に提出 

する。 

〃 発生後 

速やかに 

土砂搬入変更 

申請書 

(変更 回) 

１ Ｊ 

設計変更等で現場発生土が増えた

ことにより搬入量の変更を必要と

する場合に提出する。 

〃 変更時 

速やかに 

搬入券管理報告

書（浚渫土砂・陸

上土砂） 

１ Ｋ 

着手前に受領した搬入券の使用年

月日を記入した管理報告書を翌月の

5日までに提出する。 

〃 翌月の5日まで 

土砂搬入集計表 
１ Ｌ 

工事用土砂を搬入した場合に毎月、

月末に提出する。 

〃 〃 

搬 入 券 紛 失 届

（浚渫土砂・ 

陸上土砂） 

１ Ｍ 

着手前に受領した搬入券を事故等

により紛失した場合に提出する。 

〃 発生後 

速やかに 

 

  



 

 

現 行 改 訂 

工 事 名 称

受 注 者

最終抵抗 使用本数

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

使用本数

精算数量

測 定 者

　連結式接地棒　打増用 本　　

4本目 5本目
測定結果

測定月日1本目 2本目 3本目

測 定 機 器

立会欄
測定箇所

(管理番号）
天候

本　　

注）１　管理番号については、照明灯工事のみ記入すること。
　　２　測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
　  ３　立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。

接地抵抗測定結果表

様式2-7

〔製造ﾒｰｶｰ・型式〕

〔製造番号〕
路 線 名

 

様式2-7

工 事 名 称

受 注 者

〔製造ﾒｰｶｰ・型式〕

〔製造番号〕

最終抵抗 使用本数

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

Ω 本 ／

使用本数

精算数量

注）１　管理番号については、照明灯工事のみ記入すること。
　　２　測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。

接地抵抗測定結果表

測 定 者

本　　

　連結式接地棒　打増用 本　　

4本目 5本目
測定結果

測定月日1本目 2本目 3本目

路線・対象物名 測 定 機 器

備考
測定箇所

(管理番号）
天候

 

 

 



 

現 行 改 訂 

様式2-8

工 事 名 称

受 注 者 測 定 者

[製造ﾒｰｶｰ･形式]

[製造番号]

Ｒ－Ｅ Ｓ－Ｅ Ｔ－Ｅ

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

注）１　測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。

　  ３　立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。

　　絶縁抵抗測定結果表

路 線 名 測 定 機 器

絶縁抵抗値測定（MΩ）

測定日 立会欄大地間
線間

天候

　　２　開閉器等で区切ることのできる電路ごとに５ＭΩ以上とする。
　　　　ただし、機器が接続された状態では１ＭΩ以上とする。

測定箇所・回路名
（管理番号）

 

様式2-8

工 事 名 称

受 注 者 測 定 者

[製造ﾒｰｶｰ･形式]

[製造番号]

Ｖ

Ｒ－Ｅ Ｓ－Ｅ Ｔ－Ｅ

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

注）１　管理番号については、照明灯工事のみ記入すること。

　　２　絶縁抵抗測定は施工前後に行うこと。

　　３　測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。

　　絶縁抵抗測定結果表

路線・対象物名 測 定 機 器

絶縁抵抗値測定（MΩ）

測定日 備考大地間
線間

天候

定格測定電圧

　　５　絶縁抵抗測定の定格測定電圧は原則として５００Ｖとすること。ただし、既設回路に制御機器
　　　　等が接続されおり、制御機器等の損傷が予測される場合の定格測定電圧下記による。
　　　　電路の仕様電圧が１００Ｖ級の場合は１２５Ｖ、２００Ｖ級の場合は２５０Ｖ、４００Ｖ級の
　　　　場合は５００Ｖとすること。

　　４　開閉器等で区切ることのできる電路ごとに５ＭΩ以上とする。ただし、機器が接続された
　　　　状態では１ＭΩ以上とする。

測定箇所・回路名
（管理番号）

 



 

 

現 行 改 訂 

導通性能試験結果表

試験結果

注）立会欄については、監督職員が試験に立会したものについてサインすること。

管径測定区間

～

試験器具名
参画

企業体 管種管番号 立会欄
導通性能試験

図
　
面
（
説
　
明
　
図
　
等
）

～

～

～

工 事 名 称

受 注 者

試 験 年 月 日 測定者

様式2－10

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

 

導通性能試験結果表

試験結果

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

呼び径測定区間

～

試験器具名
参画

企業体 管種管番号 備考
導通性能試験

図
　
面
（
説
　
明
　
図
　
等
）

～

～

～

工 事 名 称

受 注 者

試 験 年 月 日 測定者

様式2－10

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

 

 

 



 

現 行 改 訂 

 

請 求 番 号

工 事 名 称

受 注 者

測 定 日 時

天 候

測定機器及び測定者

[製造ﾒｰｶｰ･形式]

[製造番号]

[製造ﾒｰｶｰ･形式]

[製造番号]

[製造ﾒｰｶｰ･形式]

[製造番号]

[製造ﾒｰｶｰ･形式]

[製造番号]

[製造ﾒｰｶｰ･形式]

[製造番号]

注）１　測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。

　　２　照度測定箇所については、事前に照度測定計画書を提出し、監督職員の承諾を得ること。

　　３　最低照度、最高照度、平均照度なども記載した測定結果を、別紙にて提出すること。

照度測定結果表

第　　　　　　号

令和　　年　　月　　日　　　：　　～　　　：

測 定 者 測定機器１

測 定 者 測定機器２

様式2－11

測 定 者 測定機器５

測 定 者 測定機器３

測 定 者 測定機器４

 

 



大阪港港湾工事共通仕様書（令和5年4月　改訂版） 新旧対比表 ５.添付資料
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中間技術検査細
則を追加添付

監督職員からの
通知様式

様式I-15
中間技術検査指示書

中間技術検査指
示書の様式を追
加


